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１万5524�ha（全体計画：１万6625�ha、事業計画：
１万6031�ha）、処理人口（推計）145万7400�人、下
水道普及率は99.5%となっている。

下水道管路ストックの状況

◆年度別管路整備延長とストックの特徴
　平成30年度末現在、管路総延長は4214km（合流
管1832km、汚水管2214km、雨水管168km）となっ
ている。年度別管路整備延長の推移を図２に示すが、
戦前から整備を行ってきた合流式区域では、陶管お
よび鉄筋コンクリート管がほとんどであり、分流式
区域では昭和50年代中頃から塩化ビニル管での整備
が増加している。
　管路総延長のうち標準耐用年数50年を経過したも
のは688km（改築済み除く）。これら老朽管は市内
中心部の鳥羽処理区に集中しており、今後、仮に対
策をとらなければ老朽管延長は令和10年度には
1292km（全体の約30％）、令和20年度には3068km
（全体の約70％）と急増するため、計画的な改築更
新が必要となる。

　老朽管が原因の道路陥没件数は表１に示した通り、
年間100件前後の道路陥没が発生した年もあるが、
平成29年度以降は抑制傾向にある。その理由とし
て、「取付管対策」および「市民・他部局と連携した
情報活用」が挙げられる。「取付管対策」について
は、下水道管（本管）整備時に、将来使用する可能
性のある取付管を土地所有者の意向を踏まえ未使用

図２　年度別管路整備延長

表１　道路陥没件数の推移

年度 本管・取付管 件数 計

H26
本管 ６

104
取付管 98

H27
本管 10

98
取付管 88

H28
本管 ９

75
取付管 66

H29
本管 ４

49
取付管 45

H30
本管 12

59
取付管 47
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管として敷地境界付近まで埋設しており、それらの
管が使用されないまま老朽化により破損し、道路陥
没を引き起こす原因となっている。そのため、近年
はそれら未使用管を使用しない場合、開発行為時に
極力撤去してもらうよう指導している。
　「市民・他部局と連携した情報活用」については、
平成28年度から道路部局（建設局）が「みっけ隊」
という道路等での損傷を市民が投稿するアプリを運
用しており、このアプリを通じて得た情報から下水
道に関連する情報を提供してもらい、損傷箇所の早
期発見等に活用している。
　また、道路陥没の原因は取付管が多く、そのため
過去に重大な事故につながったケースはほとんど無
いが、今後は老朽化の進行とともに本管や大きな幹
線の破損リスクも増加し、重大な事故につながる恐
れもあるため、改築更新を着実に実施していく。

◆管路の維持管理業務
　管路施設の維持管理は、整備区域を６つに分け、
下水道管路管理センターおよび支所が実施している。
日々の巡視点検は、下水道管路が埋設されている道
路面やマンホール周辺での異常、陥没の有無等を確
認し、異常があれば必要な対策を実施している。清
掃については、堆積状況等を職員が確認の上、清掃
作業は主に委託で業者が行っている。また、清掃作
業は管路の流下機能保持および管路施設の現状把握
を目的として点検を行い、堆積量が一定量以上の場
合に実施する。雨水ますの清掃は計画的に年１回実
施し、堆積量が一定量以上の場合は２回目以降も実
施している。さらに、平成16年度から維持管理履歴
システムを運用し、市民からの通報や巡視点検等で
発見した不具合箇所の調査結果や対応等の情報を記
録している。今後はこれらのデータを活用し、堆積
しやすい管路の傾向等を把握した上で清掃業務の効
率化を目指す。
　また、平成27年度から、管路の伏越部やポンプの
吐口等、過酷な状況で特に点検が必要な箇所（油を
多く使用する飲食店の下流など）について、一部巡
視点検委託で定期的に確認している。さらに計画し
た区域に関わらず、管路の閉塞等により流下機能に
支障が生じた場合は緊急的に調査を実施し、これら
の点検により管路内に土砂の堆積等が見られた場合
は、清掃を実施し流下機能の確保に努めている。
　一方、管路状況の調査については、管路の清掃後、
目視と管口からのデジタルカメラ撮影を行っている。

確認方法の一つとして、スパン両側のマンホール蓋
を開け、片方からライトによって光を通し、反対側
からの目視で管の輪郭がはっきりと見えれば「異常
なし」、管の輪郭がはっきりと見えない場合は、割れ
やタルミによる滞水、樹木根等の「異常あり」と判
断。不良箇所が明らかにある場合については、修繕
工事を別途行っている。
　管路内清掃と調査の事業量の推移を表２に示す。

◆包括的民間委託の導入を検討
　なお、「中期経営プラン（2018～2022）」では、経
営基盤強化の取り組みの一環として、市内南北２ヵ
所の事業・防災拠点の整備を行い、下水道管路の維
持管理体制を現行の２センター４支所体制から２セ
ンター２支所体制へ段階的に再編していく。また、
民間活力の積極的な導入の観点から、一部支所の管
路維持管理業務について、包括的民間委託の導入を
検討している。

◆調査結果の整理
　管路内調査の結果については「ストックマネジメ
ント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関す
る手引き（案）�－平成25年９月－国土交通省」や「下
水道管路施設ストックマネジメントの手引き－2016
年版－公益社団法人日本下水道協会」に基づき劣化・
損傷度に応じた判定を行っている。
　その際、緊急度をⅠ～Ⅲに分類して評価し、①緊
急度I、Ⅱと判定されたスパン、②路地以外に布設さ
れている旧陶管の中でも古いもの、③緊急度判定Ⅲ
のヒューム管でもクラック、破損が１つでも見られ
た管（陥没が起きる可能性がある）については、対
策を講じる。
　また、改築更新対応か修繕対応かの判定について
は、浸入水、取付管の突出し、油脂の付着、樹木根浸
入、モルタル付着の管路的異常項目のみに不良がみ
られる場合は修繕、それ以外は改築更新としている。

表２　管路内清掃の事業量

年度 延長（km）

H26 125.1

H27 100.3

H28 108.4

H29 114.5

H30 108.0
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改築更新、地震対策の経緯と
これからの事業計画、目標

　京都市は平成８年度に老朽化対策に着手した。当
初は昭和19年度以前に布設された管路を「経年管」
と位置づけ、優先的に対策を講じた。これに続いて
前中期経営プランでは、平成25年時点で布設後50年
以上の管路および緊急輸送路下に布設された管路、
避難所や防災拠点からの排水を受ける管路といった
重要な管路を対象として管路更生や布設替えを進め
た。この間、毎年約17億円の事業費を投じて進めた
結果、平成29年度末までに対象延長計486kmのうち
430kmの対策が完了し、下水道管路地震対策率は計
画値の87.7%を上回る88.4%となった。
　一方、従来実施してきた点検調査結果や他都市の
事例等から、布設後50年を経過した管路でもすぐに
流下機能障害や道路陥没を引き起こすような状態に
至るわけではないことが判明している。そのため、
今後は布設年度が古い管路の中でも破損等のリスク
が高い旧規格の陶管、鉄筋コンクリート管や、重要
な管路（緊急輸送路下の管路、避難所からの排水を
受ける管路）の改築更新および地震対策を優先的に
進め、事業をペースアップしていく。
　その対象となる管路延長は989kmであり、「下水
道管路改築・地震対策率」（対策済管路延長÷破損等
のリスクが高い旧規格の管路延長）を平成29年度末
の11.4％（113km）から、「中期経営プラン（2018-
2022）」の最終年度までに28%、「京（みやこ）の水ビ
ジョン―あすをつくる―（2018-2027）」の最終年度
までに46％へと高めることを目標としている。そし
て、この目標達成に向け、2018～2022年度は調査・
事業費として毎年約26億円を投じ、毎年33kmの調
査および改築更新および地震対策を実施していく。

◆支援制度の活用
　京都市は従来から改築更新や地震対策を着実に進
めるための財源として「下水道長寿命化支援制度」
「下水道総合地震対策事業」といった国の支援制度を
活用してきた。このうち、管の老朽化対策としての
長寿命化支援制度は平成29年度で終了したため、現
在は、下水道総合地震対策計画について国の承認を
得て地震対策を進めている。この計画は平成29年度
から令和４年度の６箇年計画（平成31年３月に見直
し済み）で、管路の防災対策として、①TVカメラ

調査277km、耐震診断240km、耐震化（管更生工法
等）�111kmを位置付けている。
　さらに今後は「重要物流道路及び代替・補完路」
下の管路の追加、および「高齢者・障害者等要配慮
者関連施設」の再整理を行い、その施設からの排水
を受ける管路について検討を行う予定。

管路更生工法の実績と採用の考え方

◆管路更生の施工実績とシェア
　京都市の管路更生施工実績とシェアを表３に示す。
近年は毎年10~15km程度を施工し、シェア率は90%
台後半と、ほとんど更生工法で施工していることが
わかる。

◆改築更新における開削と更生工法の使い分け
　改築更新工事における開削と更生工法の使い分け
は、費用比較や施工可否により判断している。ただ、
開削工事は水道管やガス管の切回しや移設、掘削土
の処分、埋戻し土の購入、舗装復旧、工事中の汚水
切回し（排水ポンプ）等を含めた工種が発生するた
め、費用比較においては更生工法が有利となること
が多い。そのうえ、市民の生活面への影響を踏まえ
ると、ほとんどの場合、更生工法が選択される。一
方、管の割れやズレ、たるみや逆勾配、管取り、樹
木根の侵入、流下不足への対応は更生工法ではでき
ないため、開削工法を採用している。

◆更生工法の選定の考え方
　更生工法で施工する場合、口径800mm未満の小口
径は自立管での設計とし、口径800mm以上の中大口

表３　管路更生の施工実績とシェア

年度 延長（m） シェア率（％）

H24以前 110,469 96.5

H25 10,939 98.5

H26 13,881 99.4

H27 15,443 99.7

H28 10,333 99.5

H29 13,128 97.2

H30見込み 7,914 96.8

シェア率＝
更生延長

�
総事業延長（開削+更生）
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径は原則、コンクリートコア抜き等の構造物調査の
結果をもとに残存強度を設定し、複合管での設計と
している。

◆更生工法の採用基準
　更生工法については、「管きょ更生工法における設
計・施工管理ガイドライン　－2017年度版－」に準
拠していること、また、原則として下水道新技術推進
機構の審査証明を取得している工法を採用基準とし
ている。また、更生工事の施工管理にあたっては、有
資格者の配置や施工技術者の配置を義務づけている。

◆更生工法への期待、要望
　京都市では従来から管路の老朽化対策や地震対策
で更生工法を活用しており、今後も更生工法を積極
的に活用し事業のペースアップを図っていく。担当
課は更生工法に対する評価や期待について以下のよ
うに述べている。
　「更生工法が市場に出てきた初期の頃は、掘削作業
が発生しないため道路占用面積が少なく、工期も短く
なるメリットはあるものの、まだ費用は高く、開削工
法のほうが有利ではないかとの印象があった。しか
し、これまでにコスト削減のみならず施工性や品質確
保において様々な技術開発や研究がなされ、更生工法
のメリットに対する理解や認知度が広がった結果、
ほとんどの改築更新において更生工法が採用される
ほど普及してきた。本市でも近年、改築更新の施工
実績は、延長ベースで95％以上が更生工法となって
おり、年によっては99％になることもある。残りは
開削工法による施工だが、その理由は開削工法が有利
だからというよりは、更生工法を使いたくても使えな
い状況があるためである。例えば、管の割れやズレに

より管本来の形を保っていない場合や、タルミや逆
勾配、樹木根の侵入、取付管の接続部の突き出しな
ど、これらは現在、更生工法が採用できない原因とし
て挙げられている。ただ、これらの原因を前処理あ
るいは更生工法の施工に合わせて解決できる技術が
あれば、さらに更生工法を採用できるようになる。
関係者にはこのような研究、技術開発を期待したい」

今後の事業展開

　標準耐用年数50年を経過する管路延長は、仮に改
築更新を行わなかった場合、令和10年度には総延長
の約３割、令和20年度には約７割に達する。こうし
た中、限られた財源でより効率的に改築更新、耐震
化を進めていくためには、他の事業とのバランスや
平準化等を図りながら、段階的に事業をペースアッ
プしていく必要がある。そのため、50年経過管をす
べて一律に対応するのではなく、破損等のリスクが
高い旧規格管等を優先的に進めていく方針だ。

（参考）管路更生工事の状況　施工前

（参考）管路更生工事の施工状況

（参考）管路更生工事の状況　施工後

➡


